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コンゴ民主共和国 

キンシャサ市州給水システム緊急改善及びンガリエマ浄水場拡張計画 

準備調査（概略設計概要説明） 

 

協議議事録 

 

2009 年 7 月、独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と記す）は、コンゴ民主共和国へ

「キンシャサ市州給水システム緊急改善及びンガリエマ浄水場拡張計画」（以下「プロジェク

ト」と記す）に関する準備調査団（基本設計調査概要説明）を派遣した。調査期間中の協議及

び現地調査、日本国内での解析作業の結果、JICA は調査報告書のドラフトを準備した。 

 

調査報告書ドラフトの内容についてコンゴ民主共和国へ説明、協議を行うために、JICA は

JICA 経済基盤開発部次長 村瀬達哉を団長とする概略設計概要説明調査団を、2009 年 10

月 17 日から 10 月 29 日にかけて派遣した。 

 

協議を通じ、双方は付属書に記述された主要事項を確認した。 

 

キンシャサ、2009 年 10 月 23 日 

 

 

 

                                                                       

村瀬 達哉         M. Laurent MUZANGISA MUTALENU 

JICA 準備調査団（概略設計概要説明）団長     エネルギー省大臣 

コンゴ民主共和国 
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付属書 

 

1． 報告書ドラフトの内容 

コンゴ民主共和国側は、調査団によって説明された本計画最終報告書ドラフトの内容に

ついて合意し、これを承認した。 

 

2． 本計画の実施 

2-1. 本計画の実施スケジュール 

本計画の概要は、別添 2 に示されている。 

2-2. キンシャサ市州給水システム緊急改善及びンガリエマ浄水場拡張計画は２つのコンポ

ーネントに分けて実施され、それぞれの名称を以下のとおりとする。 

1: Projet de Rehabilitation de l'Usine de Traitement des Eaux de Ngaliema dans la ville 

de Kinshasa 

2: Projet d'Extension de l'Usine de Traitement des Eaux de Ngaliema dans la ville de 

Kinshasa 

 

3． 守秘義務 

  別添 3 に示す本計画の概算事業費は秘文書であり、本計画に係る全ての契約が締結さ

れるまで、いかなる第 3 者に対しても、開示されてはならない。 

 

4． 環境社会配慮 

コンゴ民主共和国側は事業実施の前提となる環境証明書取得手続きがエネルギー省

REGIDESO によって 2010 年 3 月末までに行うことを約束した。また、取得した環境証明書

の写しを JICA コンゴ民主共和国駐在員事務所に手交することを確認した。 

 

5. 日本の無償資金協力スキーム 

5-1. 無償資金協力スキーム 

本合意議事録別添１に示されている日本の無償資金協力のスキーム及びコンゴ民主共

和国負担事項について、調査団はあらためて説明した。コンゴ国側はその説明をよく理

解した。 

5-2. 先方負担事項 

コンゴ民主共和国側は、別添１に示す事項について、コンゴ民主共和国側の負担でコン

ゴ民主共和国側にて遅くとも施工開始までに実施されることを確認した。 

また、日本側は、円滑な事業実施のためには、確実な実施が不可欠である点について説

明し、コンゴ民主共和国側は理解した。 

 

6.  調査スケジュール 

JICA は、概略設計調査最終報告書を完成させ、2010 年 1 月までにコンゴ民主共和国政

府へ送付する。 

Annex 

別添 1： 日本の無償資金スキーム  
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別添 2： 本計画の実施スケジュール 

別添 3： 本計画の概算事業費表 

別添 4： 協議参加者リスト 
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Annex 1 

 

無償資金協力 

 

日本国政府はODA業務に係る質の改善を図るため組織改革を行い、その一環として2008

年10月1日に新JICA法が施行された。本法及び日本国政府の決定に基づき、JICAが無償資

金協力の実施機関となった。 

 

無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自

国の経済・社会の発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達

するのに必要な資金を、我が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するもので

ある。日本国政府が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 

 

1. 無償資金協力実施の手順 

 

我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 

 

・協力準備調査   JICAにより実施 

・審査及び承認   日本国政府及びJICAによる審査、閣議による承認 

・実施の決定    日本国政府と被援助国間の口上書交換 

・贈与契約     JICAと被援助国間の契約締結 

・実施       贈与契約に基づくプロジェクトの実施 

 

2. 調査の位置づけ 

 

（1）調査の内容 

 JICAが実施する協力準備調査の目的は、JICA及び日本国政府が無償資金協力の審査

を行う際に必要な基礎的資料（判断材料）を提供することであり、その内容は以下の

とおりである。 

－ プロジェクトの背景、目的、効果並びに実施に必要な被援助国側関関係機関の

能力の確認 

－ 無償資金協力実施の妥当性について技術面、財政面、社会・経済面での検証 

－ プロジェクトの基本構想について双方で確認 

－ プロジェクトの概略設計策定 

－ 概略事業費の積算 

なお、要望された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が国の無償

資金協力のスキーム等を勘案し、基本構想が確認される。 

また、無償資金協力として実施するに当たって、JICAは被援助国側の自助努力を求

める立場から被援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以

外の所管事項である場合であってもその実施の担保を求めるものであり、 終的には被

援助国政府の関係する機関全てとの確認をミニッツにより行う。 
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（2）コンサルタントの選定 

調査の実施に際してJICAは登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタ

ントを選定する。 

 

（3）調査結果 

調査報告書はJICAによって検討され、無償資金協力の妥当性が確認された後、JICA

は無償資金協力実施に係る審査を日本国政府に提言する。 

 

3. 無償資金協力のスキーム 

 

（1）交換公文（E/N）及び贈与契約（G/A） 

 無償資金協力が閣議によって承認の後、交換公文（E/N）が日本国政府と被援助国

政府との間で署名され、引き続きJICAと被援助政府との間で贈与契約（G/A）が締結

される。G/Aは支払条件、被援助国の責務、調達条件といった、当該プロジェクトの

実施に必要とされる条項を定めるものである。 

 

（2）コンサルタントの選定 

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは、E/N及びG/A

の後の当該プロジェクトに引き続き従事するため、JICAによって被援助国へ推薦され

る。 

 

（3）調達適格国 

無償資金協力の資金は、原則として、日本国又は被援助国の生産物ならびに日本国

民又は被援助国民の役務を購入するために使用される。なお、無償資金協力の資金は

JICA及び被援助国政府（又は政府が指定する当局）が必要と認める場合には第三国（日

本国又は被援助国以外）の生産物の購入又は役務の購入にも使用することが可能であ

る。但し、無償資金協力を実施するに当たって必要とするプライムコントラクター、

即ち、コンサルタント、施工業者及び調達業者は「日本国民」に限定される（ここで

いう「日本国民」という語は日本国の自然人又はその支配する日本国の法人を意味す

る）。 

 

（4）「認証」の必要性 

被援助国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で

締結され、かつ、JICAによる「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金

であることによる。 

 

（5）被援助国に求められる措置 

無償資金協力が実施されるに際して被援助国政府は別紙のような措置等が求めら

れる。 
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（6）「適正使用」 

無償資金協力により建設される施設及び購入される機材が、適正かつ効果的に維持

され、使用されること、並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。また、無

償資金協力によって負担される経費を除き必要な維持・管理費全ての経費を負担する

こと。 

 

（7）「輸出及び再輸出」 

無償資金協力により購入される生産物は被援助国より輸出あるいは再輸出されては

ならない。 

 

（8）銀行取極（B/A） 

a) 被援助国政府（又は指定された当局）は日本国内の銀行に被援助国政府名義の口

座を開設する必要がある。JICAは認証された契約に基づいて被援助国政府又は政

府が指定する当局が負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で

支払うことにより無償資金協力を実施する。 

b) JICAによる支払いは被援助国政府又は政府が指定する当局が発行する「支払授権

書（A/P）」に基づいて「銀行」が支払請求書をJICAに提出した時に行われる。 

 

（9）支払授権書（A/P） 

被援助国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払授権書の通知手数料及び支

払い手数料を負担しなければならない。 

 

（10）社会環境配慮 

被援助国政府は当該プロジェクトに対して社会環境配慮を確保しなければな

らない。また、被援助国の環境規制及び「JICA社会環境配慮ガイドライン」に従

わなければならない。 
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Evaluation 

et suivi 
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Etude
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du Projet*
Evaluation des 

T/R 

(T/R: Termes de référence)

Etude 
Préliminair

*

Etude de 
conception 
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l’avant-projet du 
rapport définitif 

Etude sur le terrain 
Travaux au Japon 

Rédaction des rapports 

Rapport définitif 

Etude sur le terrain 
Travaux au Japon 

Rédaction des rapports

Approbation 
du Projet 
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inter- 
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par le cabinet 

E/N + A/D 

Sélection d’ingénieur 
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 d’ingénieur 
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Approbation par le 
gouvernement 
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soumissions 
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Fourniture 
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(E/N : Échange de notes) 
 
(A/D: Accord de Don) 
 
(A/P: Autorisation de 
Paiement)
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d’achèvement du 

gouvernement 
bénéficiaire 

Certificat 
 de l'achèvement 
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ex-post Suivi 
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日本・コンゴ民両国政府による主な負担事項 

 

 負 担 事 項 日本 コンゴ民

１ 施設の建設に必要な土地の確保  ○ 

２ 施設建設工事及び工事に必要な機材調達 ○  

３ 

受取国の荷揚げ港での荷下ろしと通関の確実な実施 

１）日本から受取国への製品の海上（空路）輸送 

２）荷揚げ港での製品の免税手続きと通関 

３）荷揚げ港からプロジェクトサイトへの国内輸送 

 

○ 

 

○ 

 

 

○ 

 

４ 
認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して、受取国に

より日本人に賦課される関税、国内税やその他賦課金の免除 
 ○ 

５ 

認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して必要にな

る日本国民に対して、当該者が責務遂行に必要となる受取国への入

国や入国後の宿泊に関連して必要な便宜の供与 

 ○ 

６ 
無償資金協力により提供された機材を適切に使用し、かつ適正に維

持管理するために必要な費用の負担 
 ○ 

７ 
無償資金協力により建設されるもの以外で、必要となるその他の費

用の負担 
 ○ 

８ 

銀行取り極め（Ｂ／Ａ）に基づき、金融サービスを行う日本の銀行

に対して下記の費用を負担 

１）支払授権書（Ａ／Ｐ）発給手数料 

２）支払手数料 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

９ 環境社会配慮にかかる手続き（環境影響許可の取得）  ○ 

 (B/A: Banking Arrangement, A/P: Authorization to pay, N/A: Not Applicable)  
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